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○有料老人ホーム設置運営標準指導指針について（抜粋） 

 

平成 14.7.18 老発 0718003               

                 （改正平成 18.3.31 老発 0331002） 

                   各都道府県知事宛 厚生労働省老健局長通知 

 

９ 利用料等 

  有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるものであ

り、その支払方法については、月払い方式、一時金方式又はこれらを組み

合わせた方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっても、家

賃相当額、介護費用、食費、管理費等の取扱いについては、それぞれ次に

よること。 

（１）家賃相当額                                                  

  ア 家賃相当額は、当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、

管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定したもの

とし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るもので

ないこと。 

  イ 月払い方式の場合で、家賃相当額に関する保証金を受領する場合に

は、その額は６か月分を超えないこととし、退去時に居室の原状回復

費用を除き全額返還すること。なお、原状回復の費用負担については、

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」（平成１０年３月建設

省住宅局・（財）不動産適正取引推進機構）を参考にすること。 

  ウ 一時金方式（終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部又は一部

を前払金として一括して受領する方式）により受領する場合について

は、次によること。 

（ア）老人福祉法第２９条第５項の規定により一時金の保全措置を講じ

ることが義務付けられている有料老人ホームについては、一時金の

算定根拠を書面で明示するとともに、一時金に係る銀行の債務の保

証等の「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべ

き措置」（平成１８年厚生労働省告示第２６６号）に規定する必要

な保全措置を講じなければならないこと。なお、義務付けられてい

ない有料老人ホームであっても、一時金の算定根拠を書面で明示す

るとともに、適切な保全措置を講じるよう努めること。 

（イ）一定期間内に死亡又は退去したときの入居月数に応じた返還金の

算定方式を明らかにしておくとともに、一時金の返還金債務を確実

に履行すること。  

（ウ）一時金のうち返還対象とならない部分の割合が適切であること。 
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（エ）契約締結日から概ね９０日以内の契約解除の場合については、既

受領の一時金の全額を利用者に返還すること。ただし、この場合に

おいて、契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のた

めの費用について、適切な範囲で設定し、受領することは差し支え

ないこと。 

   また、当該費用については、契約書等に明示すること。 

（オ）着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合について

は、十分な入居者を確保し安定的な経営が見込まれるまでの間につ

いては、一時金の返還金債務について銀行保証等が付されているこ

と。 

（２）介護費用（介護保険対象外の費用） 

  ア 都度払い方式（サービスを提供した都度個々にその費用を受領する

方式）又は月払い方式による場合については、提供するサービスの内

容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額とすること。 

  イ 一時金方式による場合については、開設後の経過年数に応じた要介

護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的な積算方法に

よるものとすること。 

    ただし、介護保険の利用者負担分の受領方法として、有料老人ホー

ムが一時金により受け取ることは、利用者負担分が不明確となるので

不適当であること。 

  ウ 一時金方式に係る返還金の取扱いについては、（１）ウによること。 

  エ 手厚い職員体制であるとして介護保険外に別途費用を受領できる場

合は、「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対

象外の介護サービス費用について」（平成１２年３月３０日付け老企

第５２号厚生省老人保健福祉局長企画課長通知）の規定によるものに

限られていることに留意すること。 

（３）食費、管理費等               

  ア 入居者に対するサービスに必要な費用の額（食費、管理費、その他

の運営費等）を基礎とする適切な額とすること。 

  イ 食費、管理費等を含め、多額の一時金を払えば毎月の支払は一切な

く生涯生活を保証するという終身保証契約は、その後において入居者

の心身の状況や物価、生活費等の経済情勢が著しく変化することがあ

り得るので、原則として好ましくないこと。 

ウ 家賃相当額や介護費用以外の名目で一時金を徴収する場合の返還金

の取扱いについては、（１）ウによること。 


